
初診の患者さんの診療について
※10月1日より、整形外科の月曜日は、紹介状がなくても初診の受診が可能となります。この場
合、通常の診療費と別に選定療養費7,700円が必要になります。

総合診療科・呼吸器内科・循環器内科
整形外科(水・金）・歯科口腔外科(予約制)

もの忘れ外来(脳神経内科)

詳しくはこちら

初診完全紹介制
（初診には紹介状が必要です）


